
君門

書

評

小
山
哲
著『

ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
（
一
五
七
三
年
ご

安
　
平
　
弦
　
司

ワ
ル
シ
。
ワ
連
盟
協
約
（
以
下
、
連
盟
協
砲
は
、
近
世
の
ポ
⊥
フ
ン

ド
・
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
（
以
下
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト

教
諸
宗
派
の
平
和
共
存
を
法
的
に
保
障
し
た
、
と
さ
れ
る
取
り
決
め
で
あ
る
。

本
書
『
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
（
一
五
七
三
年
）
』
（
以
下
、
本
書
）
は
、
連

盟
協
約
本
文
を
日
本
語
訳
し
、
そ
れ
に
詳
細
な
注
釈
を
施
し
た
上
で
、
專
門

分
野
を
異
と
す
る
研
究
者
や
　
般
読
者
層
に
も
語
り
か
け
た
著
作
で
あ
る
。

中
で
も
本
書
第
五
章
に
お
い
て
、
著
者
小
山
哲
は
、
「
多
宗
派
性
」
と
い
う

視
点
か
ら
の
比
較
研
究
を
、
「
今
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史
研
究
者
の
課
題

の
一
つ
」
に
挙
げ
て
い
る
（
七
五
頁
）
。
本
書
評
で
は
、
内
容
紹
介
を
行
っ

た
後
に
、
近
世
の
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
（
以
下
、
オ
ラ
ン
ダ
）
を
研
究
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
立
場
か
ら
、
こ
の
避
雷
に
応
答
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
本
書
は
全
五
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
導
入
部
で
あ
る
第
一
章
「
カ
ミ

ョ
ン
の
野
原
か
ら
」
で
読
者
を
近
世
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
世
界
へ
と
誘
っ
た
後
、

本
書
は
、
続
く
第
二
章
「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
一
本
文
の
日
本
語
訳
と
注

釈
」
で
連
盟
協
約
を
翻
訳
し
て
い
る
。
印
象
的
な
箇
所
を
幾
つ
か
書
き
抜
い

て
お
き
た
い
。
「
わ
れ
わ
れ
の
共
和
国
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
の
問
題
に

お
い
て
小
さ
か
ら
ぬ
相
違
が
存
在
す
る
の
で
、
こ
の
原
因
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

が
他
の
諸
王
国
に
明
ら
か
に
見
る
よ
う
な
有
害
な
騒
乱
が
人
び
と
の
あ
い
だ

で
始
ま
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
め
」
、
「
宗
教
に
お
い
て
相
異
な
る
わ
れ
わ

れ
は
、
互
い
の
あ
い
だ
で
平
和
を
維
持
す
る
」
（
九
頁
）
。
ま
た
、
名
詞
が
欠

け
て
い
る
が
故
に
二
通
り
の
解
釈
（
解
釈
a
と
解
釈
b
）
の
余
地
が
残
さ
れ

た
箇
所
も
存
在
す
る
。
解
釈
a
を
と
れ
ば
、
こ
の
連
盟
協
約
に
お
い
て
領
主

の
信
仰
選
択
権
が
確
立
し
た
こ
と
に
な
り
、
解
釈
b
を
採
用
す
る
と
、
連
盟

協
約
は
農
民
に
も
信
仰
の
自
由
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、

こ
の
解
釈
上
の
対
立
は
同
時
代
か
ら
既
に
存
在
し
て
お
り
、
文
面
の
曖
昧
さ

は
意
図
的
に
創
り
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
第
三
章
「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
の
成
立
の
経
緯
」
で
は
、
連
盟
協
約
成

立
の
背
景
が
、
宗
教
的
状
況
と
国
政
の
動
向
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
宗
教
的
状
況
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
六
世
紀
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
は
国
家
全
体
の
五
割
程
度
で
あ
っ

た
。
中
世
以
来
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
、
そ
の
他
に
も
、
東
方
正
教
会
や
ア
ル
メ

ニ
ア
教
会
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
存
在
し
た
。
一
六
世
紀
に
宗

教
改
革
の
影
響
が
及
ぶ
以
前
に
お
い
て
既
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
住
民
の
宗
教

的
構
成
が
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
連
盟
協
約
成
立
の
背
景
を
読
み
解
く
上

で
重
要
だ
と
本
書
は
述
べ
る
。
宗
教
改
革
運
動
に
対
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
権

は
抑
圧
的
姿
勢
を
と
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
｝
七
世
紀
前
半
ま
で
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
影
響
力
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
宗
教
改
革
は
、
ル
タ
ー
派
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
、
チ
ェ
コ
（
ボ
ヘ
ミ
ア
）
兄

弟
団
の
三
派
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
。
西
欧
で
迫
害
さ
れ
た
再
洗
礼
派
（
メ

ノ
ー
派
）
や
反
三
位
一
体
派
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
兄
弟
団
）
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
と
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や
っ
て
来
た
。
ま
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
宗
教
改
革
の
支
持
者
・
保

護
者
は
、
都
市
民
や
農
民
で
は
な
く
、
貴
族
身
分
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
で
あ
っ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
特
権
に
批
判
的
で
あ
っ
た
彼
ら
は
、
や
が
て
信
仰
選
択

の
自
由
を
自
身
分
の
特
権
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
反
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
王
寺
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
活
動
が
黙

認
さ
れ
た
背
傷
に
は
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
層
内
部
の
身
分
的
な
連
帯
意
識
が
あ
っ

た
。
次
に
、
連
盟
協
約
成
立
に
至
る
国
政
上
の
動
向
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

一
四
世
紀
以
来
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
と
リ
ト
ア
ニ
ア
大
公
国
は
王
朝
連
合
で

結
ば
れ
て
い
た
（
ヤ
ギ
ェ
ウ
ォ
朝
）
が
、
こ
の
関
係
は
、
一
五
六
九
年
の
ル

ブ
リ
ン
合
岡
に
よ
っ
て
刷
新
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
両
国
の
貴
族
は
ポ
ー
ラ

ン
ド
王
と
リ
ト
ア
ニ
ア
大
公
を
兼
ね
る
君
主
を
、
合
同
の
選
挙
に
お
い
て
決

定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
時
期
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
議
員
は
、
門
サ
ン

ド
ミ
ェ
シ
ュ
合
意
」
を
結
ん
だ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
三
宗
派
（
ル
タ
ー
派
、
カ

ル
ヴ
ァ
ン
派
、
チ
ェ
コ
兄
弟
団
）
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
同
権
や
平
和
共
存
を
保

障
す
る
憲
法
草
案
を
準
備
し
た
。
し
か
し
、
一
五
七
〇
年
の
議
会
で
こ
の
提

案
は
却
下
さ
れ
、
國
王
は
次
期
議
会
ま
で
の
暫
定
的
な
宗
教
的
平
和
共
存
を

富
三
岳
し
た
が
、
予
定
さ
れ
て
い
た
次
期
議
会
開
催
前
に
国
王
が
亡
く
な
る
こ

と
で
、
一
五
七
二
年
に
ヤ
ギ
ェ
ウ
ォ
朝
は
断
絶
し
た
。
空
位
期
の
複
雑
な
政

治
的
主
導
権
争
い
の
中
で
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
宗
教
和
議
を
念
頭
に
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
側
か
ら
発
案
さ
れ
た
協
約
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
の
手
に
よ
っ
て

最
初
の
文
面
が
し
た
た
め
ら
れ
た
。
修
正
の
後
図
書
さ
れ
た
連
盟
協
約
は
、

一
五
七
三
年
一
月
に
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
四
月
に
開
会
し
た
選
挙
議

会
に
お
い
て
シ
ュ
ラ
フ
タ
は
、
国
王
選
挙
に
よ
っ
て
王
位
に
当
選
し
た
者
が

誓
約
す
べ
き
条
件
を
定
め
た
。
そ
の
中
で
も
、
後
に
「
ヘ
ン
リ
ク
諸
条
項
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
「
王
権
と
諸
身
分
（
事
実
上
、
貴
族
身
分
）
の
国

同
上
の
関
係
を
規
定
す
る
統
治
契
約
」
（
四
一
頁
）
の
中
で
、
連
盟
協
約
は

言
及
さ
れ
た
。

　
第
四
章
「
宗
教
的
自
由
を
め
ぐ
る
闘
い
」
は
、
連
盟
協
約
成
立
以
後
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
を
、
宗
派
間
の
共
存
と
対
立
の
双
方
の
視
点
か
ら
描
い
て
い
る
。

近
世
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
都
市
で
は
、
多
様
な
宗
教
・
宗
派
の
教
会
施
設
の
併
存
、

異
な
る
宗
派
問
で
の
同
一
教
会
施
設
の
共
用
、
信
仰
の
違
い
を
超
え
た
日
常

的
な
人
間
関
係
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
シ
ュ
ラ
フ
タ
同
士
の
間
で
も
日
常
的
な

交
際
に
お
い
て
宗
派
の
違
い
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
子
弟
の

結
婚
や
教
育
に
お
い
て
、
宗
派
的
対
立
が
後
車
に
退
く
こ
と
も
少
な
く
な
か

っ
た
。
と
は
い
え
、
連
盟
協
約
成
立
以
降
に
、
宗
教
的
理
由
に
基
づ
く
迫
害

が
根
絶
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
連
盟
協
約
成
立
に
よ
っ
て
上
か
ら
の

強
権
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
弾
圧
は
不
可
能
と
な
っ
た
が
、
一
部
の
カ
ト
リ

ッ
ク
信
徒
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
襲
撃
し
、
建
造
物
を
破
壊
し
た
り
轡

物
を
焼
き
払
っ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
暴
動
は
、
教
育
や
説
教
を

通
じ
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
を
中
心
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
勢
力
が
巻
き
返
し

を
図
る
中
で
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
貴
族
は
、
連

盟
協
約
に
宗
教
的
迫
害
に
対
す
る
処
罰
規
定
を
盛
り
込
も
う
と
尽
力
し
た
が
、

カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
反
対
に
よ
っ
て
そ
の
試
み
は
頓
挫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

～
六
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
連
盟
協
約
は
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
へ
与
え
ら
れ
た
「
恩
恵
」
（
六
〇
頁
）
だ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

周
囲
の
非
カ
ト
リ
ッ
ク
國
家
と
断
続
的
に
戦
争
を
続
け
て
い
た
一
七
世
紀
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
強
固
に
結
び
つ
い
た
「
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
」
意
識
が
垂
々
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
一
六

五
八
年
の
議
会
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
兄
弟
団
（
反
三
位
一
体
派
）
が
国
外

追
放
決
議
を
受
け
た
こ
と
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
「
す
べ
て
の
異
端
に
開
か
れ
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評書

た
「
避
難
所
」
で
あ
っ
た
時
代
は
、
こ
こ
に
幕
を
閉
じ
た
」
（
六
三
－
六
四

頁
）
。
ま
た
、
近
世
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
「
宗
教
的
自
由
」
に
関
し
て
「
現

実
が
思
想
に
先
行
し
て
い
た
」
（
六
六
頁
）
。
～
六
四
六
年
、
反
三
位
一
体
派

の
サ
ム
エ
ル
・
プ
シ
プ
コ
フ
ス
キ
は
連
盟
協
約
を
擁
護
し
な
が
ら
、
「
宗
教

的
自
由
」
を
市
民
的
権
利
と
し
て
積
極
的
に
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

「
連
盟
協
約
の
「
思
想
化
」
は
、
こ
の
協
約
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
た
少
数

派
が
、
体
制
自
体
の
危
機
に
直
面
し
て
発
し
た
「
絶
望
の
叫
び
」
で
も
あ
っ

た
」
（
六
七
頁
）
の
で
あ
る
。

　
第
五
章
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
な
か
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
扁
は
、
比
較

史
と
関
係
史
の
視
点
か
ら
、
連
盟
協
約
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史
金
体
の
中
に

位
置
づ
け
て
い
る
。
本
書
は
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
で
、
宗
派
を
巡
る

問
題
に
対
処
す
る
中
で
成
立
し
た
体
制
を
二
つ
に
大
別
し
て
い
る
。
そ
の
第

一
が
「
単
一
の
宗
派
を
支
配
的
宗
派
と
み
な
し
、
他
の
宗
派
は
公
認
し
な
い

パ
タ
ー
ン
」
（
六
八
頁
）
で
あ
り
、
第
二
が
「
特
定
の
複
数
の
宗
派
の
存
在

を
公
的
に
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
制
上
の
地
位
を
規
定
す
る
や
り

方
」
（
六
九
頁
）
で
あ
る
。
本
書
評
で
後
に
触
れ
る
オ
ラ
ン
ダ
が
第
一
の
タ

イ
プ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
一
方
、
連
盟
協
約
成
立
以
後
の
ポ
ー
ラ
ン
ド

は
、
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
第
二
の
タ
イ
プ
に
近
い
と
い
え
る
が
、
公
認
宗

派
を
特
定
せ
ず
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
宗
派
に
対
し
て
平
和
共
存
を

保
障
し
て
い
る
点
が
、
同
時
代
の
他
の
諸
国
の
事
例
と
比
較
し
て
、
き
わ
だ

っ
た
特
徴
」
（
七
〇
頁
）
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
本
書
は
、

近
年
の
近
世
史
研
究
の
中
で
頻
繁
に
取
り
沙
汰
さ
れ
る
「
宗
派
化
」
の
問
題

へ
と
議
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
宗
派
化
と
は
、
世
俗
権
力
に
よ
り
公
認
さ

れ
た
特
定
の
宗
派
教
会
が
、
世
俗
権
力
と
協
力
し
な
が
ら
、
自
宗
派
の
教
え

を
人
々
に
内
面
化
さ
せ
、
同
質
的
で
規
律
化
さ
れ
た
臣
民
を
形
成
す
る
過
程

の
こ
と
で
あ
り
、
時
期
的
に
は
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
半
ば
が
想
定

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
本
書
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
派
化
に
関
し
て
、

二
つ
の
留
意
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
諸
宗
派

が
根
絶
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
七
世
紀
の
特
に
半
ば
以
降
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
、
「
遅
れ
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
的
宗
派
化
」
（
七
二
買
）
が

見
ら
れ
た
こ
と
。
第
二
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
宗
派
化
推
進
の
主
体
は

国
家
で
は
な
か
っ
た
が
、
領
主
が
宗
派
化
を
実
践
す
る
こ
と
は
あ
り
得
た
こ

と
。
こ
れ
ら
に
加
え
本
書
は
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
達
成
度
面
で
宗

派
化
が
貫
徹
さ
れ
た
地
域
が
稀
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
よ
り
多
く

の
場
所
で
観
察
さ
れ
る
事
実
上
の
「
多
宗
派
性
」
の
視
点
か
ら
の
比
較
研
究

を
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
関
係
史
の
観
点
か
ら
は
、

「
宗
教
的
自
由
」
を
め
ぐ
る
思
想
の
展
開
を
跡
づ
け
る
際
に
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
規
模
で
の
「
人
と
情
報
の
移
動
・
交
流
を
念
頭
に
お
い
て
研
究
を
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
」
（
七
九
頁
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
か
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
史
研
究
者
川
口
博
は
、
封
建
国
家
か
ら
身
分
制
国
家
を

経
て
絶
対
主
義
国
家
へ
と
至
る
前
近
代
の
国
制
史
の
「
本
街
道
」
と
は
異
な

る
、
「
別
の
バ
イ
パ
ス
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
「
そ
れ
は
議
会
が

主
導
権
を
掌
握
し
て
君
主
権
を
有
名
無
実
な
存
在
に
ま
で
弱
体
化
さ
せ
る
道
、

さ
ら
に
は
名
実
と
も
に
君
主
権
を
否
定
し
て
共
和
政
体
を
と
る
道
」
、
す
な

わ
ち
「
議
会
主
権
国
家
」
で
あ
っ
た
。
川
口
が
こ
れ
ら
二
つ
の
「
バ
イ
パ

ス
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
（
前
者
の
道
）
と
オ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ン
ダ
（
後
者
の
道
）
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
「
バ
イ
パ
ス
」
た
る
両
国
、

及
び
両
国
で
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
、
連
盟
協
約
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
規
約

（
以
下
、
同
盟
規
約
）
を
、
「
多
宗
派
性
一
の
視
点
か
ら
比
較
検
討
し
、
そ
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の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
本
書
に
対
す
る
幾
つ
か
の
私

　
　
　
　
　
　
　
　
④

見
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
は
、
両
文
書
成
立
の
過
程
と
背
景
で
あ
る
。
共
通
点
と
し
て
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
両
文
書
が
軍
制
上
の
危
機
の
時
代
に
作
成
さ
れ
た
点
、

そ
し
て
旧
制
度
を
揺
る
が
す
主
要
因
に
宗
教
改
革
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

点
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
王
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
は
服
属
地
域
で
あ
っ
た
低
地
地
方

に
対
し
て
、
異
端
審
問
な
ど
を
通
じ
た
上
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
派
化
を
含

む
、
苛
烈
な
中
央
集
権
政
策
を
施
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
低
地
地
方
は
一
五

六
八
年
か
ら
反
乱
を
開
始
し
た
。
こ
の
反
乱
に
参
加
し
た
低
地
地
方
の
諸
州

が
、
結
束
強
化
の
た
め
に
一
五
七
九
年
に
結
ん
だ
の
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
で

あ
る
。
一
五
八
○
年
か
ら
一
五
八
七
年
に
か
け
て
、
低
地
地
方
の
連
邦
議
会

は
、
「
外
国
」
の
君
主
た
ち
に
君
主
権
を
委
ね
よ
う
と
す
る
も
、
こ
の
試
み

は
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
オ

ラ
ン
ダ
共
和
国
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
説
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
両
文
書
の
成
立
過
程
に
は
相
違
点
も
あ
る
。
ま
ず
は
国
制
的
側
面
で
あ

る
。
連
盟
協
約
は
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
同
士
の
相
互
の
誓
約
で
あ
る
と
同
時
に
、

国
王
と
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
統
治
契
約
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
ヘ
ン
リ
ク
諸
条

項
」
へ
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
で
、
連
盟
協
約
は
国
家
の
基
本
法
た
る
性
格
を

強
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
同
盟
規
約
は
、
国
王
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た

服
属
地
域
の
諸
相
の
間
で
相
互
に
結
ば
れ
た
、
一
種
の
防
衛
同
盟
を
規
定
し

た
。
諸
藩
が
一
体
的
に
行
動
し
、
同
時
に
、
州
毎
の
独
自
性
も
保
持
さ
れ
る

こ
と
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
盟
規
約
は
同
時

代
に
お
い
て
も
後
世
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
、
国
家
の
基
本
法
だ
と
さ
れ

　
　
　
　
　
⑤

．
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
同
盟
規
約
は
各
州
に
主
権
が
あ
る
こ
と
を
認
め

る
と
同
時
に
、
低
地
地
方
が
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
以
外
の
単
一
の
意
主
に
よ
っ
て

統
治
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
同
盟
規
約
作
成
時
点
で

は
、
低
地
地
方
に
齎
主
を
廃
し
た
共
和
政
体
の
国
家
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
は

予
期
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
成
立
時
点
の
同
盟
規
約
は
、
あ
く
ま

で
も
危
機
的
事
態
に
際
し
て
結
ば
れ
た
暫
定
的
な
取
り
決
め
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
り
、
後
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
、
君
主
を
廃
し
た
共
和
政
体
を
国
制

的
に
基
礎
づ
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
文
書
成
立
の
背
景
た
る
宗
教
的

状
況
に
関
し
て
も
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
本
書
で
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

連
盟
協
約
成
立
に
は
、
異
な
る
宗
教
・
宗
派
を
持
つ
人
々
の
間
で
の
、
宗
教

改
革
以
前
か
ら
共
存
の
経
験
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
同
様
、

オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
も
「
宗
教
的
自
由
」
に
関
し
て
、
「
現
実
が
思
想
に
先

行
し
て
い
た
」
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
現
実
」
は
宗
教
改

革
以
降
に
創
り
出
さ
れ
た
、
相
対
的
に
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
両
文
書
の
内
容
及
び
文
雷
の
う
ち
、
信
仰
に
関
わ
る
箇
所
を
比
較

検
討
す
る
。
同
盟
規
約
に
お
い
て
信
仰
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
全

二
六
条
の
中
で
も
主
に
第
＝
二
条
で
あ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
各
州
が
信
仰

に
関
し
て
独
自
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
旨
（
州
主
権
）
を
定
め
た

後
に
、
留
保
条
件
を
示
す
た
め
に
、
「
各
人
が
自
己
の
宗
教
に
お
い
て
自
由

で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
な
ん
び
と
も
宗
教
を
理
由
に
追
補
さ
れ
た
り
審

問
さ
れ
た
り
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
塵
と
い
う
但
し
書
き
が
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
研
究
上
で
、
同
盟
規
約
は
こ
の
但
し
書
き
で
も
っ
て

「
各
人
」
の
良
心
の
自
由
を
認
め
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る

と
、
特
定
の
宗
派
に
言
及
せ
ず
に
、
宗
教
を
理
由
と
す
る
対
立
を
予
防
す
る

こ
と
を
宣
言
す
る
と
い
う
点
は
、
本
書
第
五
章
の
主
張
に
反
し
て
、
連
盟
協

約
に
の
み
見
ら
れ
た
特
徴
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
文
書
の
共
通
点
だ
と
言
え

よ
う
。
後
の
歴
史
的
過
程
の
中
で
、
両
国
に
は
支
配
的
地
位
に
つ
く
宗
派
と
、
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評SEt：

匹」

差
別
的
待
遇
を
受
け
る
宗
派
が
特
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
少
な
く

と
も
両
文
書
作
成
時
に
は
、
あ
る
い
は
両
文
書
の
文
書
上
で
は
、
宗
派
毎
に

扱
い
の
差
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
本
書
を
仔
細
に
読
め
ば
、
両
文

書
の
間
の
相
違
点
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
そ
れ

は
両
文
書
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
間
に
存
す
る
。
本
書
に
お
い
て
、
「
宗
教
的

自
由
」
の
語
は
、
基
本
的
に
は
信
仰
選
択
権
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
近

世
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
身
分
的
諸
特
権
の
こ
と
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
て
「
自
由
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
。
諸
特
権
匪
諸
自
由
の
中
に
、
信

仰
選
択
権
羅
門
宗
教
的
自
由
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
書
で
詳
述

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
宗
教
的
自

由
扁
を
持
つ
主
体
の
範
晴
が
、
身
分
的
に
ど
こ
ま
で
拡
張
可
能
な
の
か
が
論

争
の
的
と
な
っ
て
き
た
。
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
み
が
こ
の
自
由
の
主
体
と
さ
れ
る

場
合
（
解
釈
a
）
、
「
宗
教
的
自
由
」
は
「
領
主
の
」
信
仰
選
択
権
と
な
り
、

特
定
の
領
域
内
部
で
公
認
宗
派
を
決
定
す
る
権
利
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。

農
民
も
自
由
の
主
体
だ
と
す
る
と
（
解
釈
b
）
、
門
宗
教
的
自
由
」
は
、
本
書

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
信
仰
の
自
由
」
と
し
て
の
信
仰
選
択
権
と
な
り
、

相
対
的
に
よ
り
個
人
的
な
意
味
合
い
を
帯
び
る
。
他
方
で
、
同
盟
規
約
は
身

分
に
金
く
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
自
由
の
主
体
を
「
各
人
」
と
し
て
い
る
。

同
盟
規
約
に
関
す
る
研
究
で
、
「
各
人
」
の
内
実
や
そ
の
身
分
的
な
範
囲
が

取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
、
公
認
宗
派

を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
信
仰
選
択
権
は
、
主
権
を
持
つ
各
州
に
あ
っ

た
。
管
見
の
限
り
、
研
究
上
に
お
い
て
、
こ
の
権
利
を
指
し
て
「
宗
教
的
自

由
扁
な
る
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
史
に
お
い
て
、
「
宗

教
的
自
由
」
は
、
「
良
心
の
自
由
し
と
「
礼
拝
の
自
由
」
と
い
う
一
ろ
の
下

位
区
分
を
持
つ
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
私
的
礼
拝
の
自

由
」
、
後
者
は
門
公
的
礼
拝
の
自
由
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
オ

ラ
ン
ダ
で
は
同
盟
規
約
が
「
各
人
」
の
「
良
心
の
自
由
1
1
私
的
礼
拝
の
自

由
」
を
認
め
た
が
、
唯
一
の
公
認
宗
派
で
あ
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
み
が
「
礼

拝
の
自
由
”
公
的
礼
拝
の
自
由
」
を
有
し
た
。
公
的
な
教
会
施
設
を
使
用
で

き
た
の
は
基
本
的
に
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
み
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
は
じ

め
と
す
る
非
公
認
宗
派
は
、
「
隠
れ
教
会
扁
と
呼
ば
れ
る
家
内
礼
拝
堂
の
よ

う
な
、
門
私
的
領
域
」
に
お
い
て
し
か
礼
拝
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
近
年
の
オ
ラ
ン
ダ
史
研
究
で
は
、
「
宗
教
的
自
由
」
や
宗
教
的

寛
容
と
い
う
主
題
と
公
私
区
分
問
題
の
連
関
が
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

　
⑧い

る
。
両
文
書
の
解
釈
の
違
い
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
、
こ
う
し
た
史

学
史
的
観
点
の
相
違
に
関
す
る
よ
り
精
緻
な
比
較
検
討
に
つ
い
て
は
他
日
を

期
し
た
い
。

　
最
後
に
、
両
文
書
成
立
後
の
両
国
に
お
け
る
、
宗
派
化
と
宗
派
共
存
の
展

開
を
比
較
し
て
い
き
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
同
盟
規
約
は
対
ス
ペ
イ
ン
反

乱
に
参
加
し
た
各
州
に
信
仰
選
択
権
を
与
え
た
が
、
結
局
、
オ
ラ
ン
ダ
共
和

国
を
構
成
し
た
理
博
全
て
に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
が
唯
一
の
公
認
宗
派

と
な
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
公
的
礼
拝
は
非
合
法
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
人
口
が
緩
慢
に
し
か
増
加
し
な
か
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
、
同

派
の
宗
派
主
義
が
高
揚
し
た
の
は
、
「
更
な
る
宗
教
改
革
」
と
呼
ば
れ
る
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

慶
主
義
運
動
が
巻
き
起
こ
っ
た
一
七
世
紀
の
半
ば
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
は

い
え
、
そ
れ
以
降
も
オ
ラ
ン
ダ
の
複
数
宗
派
併
存
状
態
が
頓
挫
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
両
国
の
共
通
点
と
し
て
ま
ず
指
摘
で
き

る
の
は
、
支
配
的
な
宗
派
教
会
が
宗
派
化
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
が
一
七
世
紀
後
半
以
降
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し

た
教
会
勢
力
に
よ
る
宗
派
化
へ
の
圧
力
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
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が
上
か
ら
の
宗
派
化
を
強
制
的
に
施
す
こ
と
は
な
く
、
複
数
宗
派
併
存
状
態

が
、
ま
が
り
な
り
に
も
持
続
し
続
け
た
点
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

両
文
書
は
複
数
宗
派
併
存
状
態
が
持
続
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
う
い
つ
だ
役

割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
文
が
人
々
の
行
為
を
実
際
に
ど
れ

程
規
制
し
た
か
、
と
い
う
法
文
適
用
の
程
度
を
測
る
こ
と
に
は
史
料
的
な
限

界
が
あ
る
。
同
盟
規
約
を
扱
っ
た
こ
れ
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
史
研
究
と
同
様
に
、

本
書
も
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
を
十
分
に
与
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

で
は
目
線
を
変
え
て
、
法
文
が
権
力
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
い
か
に

利
用
さ
れ
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
イ
ト
さ
れ
得
た
の
か
、
と
い
う
法
文
運
用
の
可
能

性
に
着
目
し
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
に
よ
れ
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
で

は
、
議
会
に
議
席
を
持
つ
非
支
配
的
宗
派
の
貴
族
が
、
国
政
の
場
面
で
連
盟

協
約
を
盾
に
「
宗
教
的
迫
害
」
を
抑
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
公
認
宗
派
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
以
外
は
公
職
就
任
権
を
持

っ
て
お
ら
ず
、
公
式
に
は
、
い
か
な
る
議
会
で
の
重
書
権
を
も
有
し
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
、
非
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
同
盟
規
約
に
補
足
規
定
を
付
け
加

え
よ
う
と
試
み
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
世
紀
半
ば
頃

に
は
複
数
の
事
例
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
都
市
貴
族
が
ロ
ー
カ
ル
な
司

法
の
場
面
で
、
宮
塚
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
検
挙
や
そ
の
門
隠
れ
教
会
」
へ

の
襲
撃
は
、
同
盟
規
約
が
定
め
る
良
心
の
自
由
に
反
す
る
が
故
に
不
当
で
あ

　
　
　
　
　
　
⑩

る
、
と
主
張
し
た
。
当
該
の
人
物
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
た
の
か

は
定
か
で
は
な
い
が
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
公
職
か
ら
排
除
さ
れ
た
非
支
配
的

宗
派
の
都
市
貴
族
が
、
「
宗
教
的
迫
害
」
を
受
け
た
後
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
世

俗
当
局
に
そ
の
不
当
姓
を
示
す
際
の
根
拠
と
し
て
、
同
盟
規
約
に
言
及
し
得

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
文
運
用
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
で
、
法
文

と
複
数
宗
派
併
存
状
態
の
関
係
を
解
く
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
書
評
で
は
、
近
世
オ
ラ
ン
ダ
史
の
立
場
か
ら
、
本
書
が
提
起
し
た
比
較

研
究
の
課
題
に
応
え
る
こ
と
を
試
み
た
。
紙
幅
の
関
係
上
、
そ
し
て
何
よ
り

評
者
の
能
力
的
制
約
の
故
に
、
本
書
評
で
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
た
論
点
の

質
・
塗
は
限
定
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
本
書
が
掲
げ
た

提
雷
を
受
け
、
今
後
の
研
究
が
よ
り
一
層
、
比
較
と
対
話
に
開
か
れ
た
も
の

と
な
る
こ
と
を
願
い
た
い
。

　
二
〇
一
五
年
六
月
末
、
本
書
を
発
行
し
て
い
た
東
洋
書
店
が
事
業
継
続
を

断
念
す
る
こ
と
を
公
表
し
た
。
本
書
を
含
む
、
同
書
店
が
取
り
扱
っ
て
き
た

数
々
の
貴
重
な
書
籍
が
、
何
ら
か
の
形
で
再
発
行
さ
れ
る
こ
と
を
こ
こ
に
祈

り
た
い
。

　
①
こ
う
し
た
表
記
法
は
、
近
世
国
家
と
現
代
国
家
の
聞
の
差
異
を
見
え
づ
ら
く
す

　
　
る
た
め
、
本
来
で
あ
れ
ば
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
書
評
で
は
紙
幅
節
約
の

　
　
た
め
、
や
む
を
得
ず
縮
約
し
た
呼
称
を
屠
い
る
。
後
述
す
る
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
に

　
　
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
②
本
書
に
は
既
に
、
近
世
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
史
研
究
者
で
あ
る
踊
共
二
に
よ
る
書

　
　
評
が
あ
る
。
踊
共
工
門
書
評
　
小
山
哲
著
『
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
　
一
五
七
三

　
　
二
二
ー
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
史
料
叢
書
二
（
東
洋
書
店
、
二
〇
＝
一
一
年
）
」
『
東
欧
史
研

　
　
究
撫
三
七
、
二
〇
一
五
年
。

　
③
辮
口
博
『
身
分
制
国
家
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
の
反
乱
臨
二
流
社
、
一
九
九
五
年
、

　
　
三
四
頁
。

　
④
　
同
盟
規
約
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
以
下
を
参
照
。
O
同
。
窪
く
巴
ρ
ψ
Φ
け
p
。
ド

　
　
（
①
α
ω
9
）
’
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帖
9
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＄
鳶
ら
ミ
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等
お
§
ミ
僑
幕
疑
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§
ミ
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僑
§
嘘
ミ
ぎ
、
、
駐
§
討
（
以
下
、
き
ミ
ミ
h
§
ミ
恥
碁
隠
お
）
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ぴ
Φ
鵠
自
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讐
ρ
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〇
刈
ρ

　
　
冠
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ヨ
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①
け
緯
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S
N
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切
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知
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ミ
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鴨
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ミ
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鴨
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翻

　
魯
沁
魯
～
馬
ミ
凡
簿
魯
、
§
ミ
ミ
實
恥
≧
鴨
譜
ミ
§
職
§
（
以
下
、
b
識
鳴
嶺
ミ
織
§
§
§
隷

　
ミ
ミ
§
軸
）
甲
題
｝
＜
興
ω
⊆
β
N
O
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㊤
■

⑤
冠
①
き
簿
舞
（
巴
葺
き
ミ
§
顎
§
§
碁
暁
ミ
冠
Φ
欝
象
臨
．
’
b
註

　
謡
ミ
§
ミ
§
ミ
鳴
ミ
ミ
討
、
野

⑥
同
盟
規
約
第
＝
瓢
条
の
日
本
語
訳
と
し
て
は
、
桜
田
美
津
夫
に
よ
る
も
の
が
あ

　
り
、
こ
こ
で
も
そ
れ
を
引
用
し
た
。
歴
史
学
研
究
会
編
『
世
界
史
史
料
五
　
ヨ
ー

　
ロ
ッ
パ
世
界
の
成
立
と
膨
張
二
七
世
紀
ま
で
㎞
岩
波
轡
店
、
二
〇
〇
七
年
、
三

　
〇
二
…
三
〇
三
頁
。
な
お
、
同
盟
規
約
全
文
の
原
文
校
訂
版
は
、
以
下
に
掲
載
さ

　
れ
て
い
る
。
Q
居
。
Φ
コ
＜
Φ
匡
興
鎮
（
①
α
ω
．
）
’
き
ミ
隠
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§
’
・
竃
誌
斗
堕
O
や
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1
軽
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固
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ヨ
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簿
巴
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、
尉
渇
ミ
§
噛
謹
、
譜
隷
ミ
ミ
§
さ
U
や
①
O
I
譲
9

⑦
小
山
哲
「
近
世
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
に
お
け
る
「
自
由
」
…

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
の
も
う
ひ
と
つ
の
水
脈
」
『
創
文
』
五
｝
五
、
二
〇
〇

　
八
年
。

⑧
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
宗
派
間
関
係
と
寛
容
の
機
能
～
一
六
七
〇
年
代

　
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
信
仰
実
践
を
巡
る
闘
争
」
『
史
林
瞳
九
八
（
二
）
、
二
〇
一

　
五
年
を
参
照
。
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